
横浜市外国人留学生受入支援事業費補助金交付要綱 新旧対照表 

現行 改正案 改正内容 
 

横浜市外国人留学生受入支援事業費補助金
交付要綱  

制定 平成 30年３月 28日健高健第 1255
号 

（健康福祉局長決裁） 
最近改定 令和３年９月 30日健高健第

899号 
（健康福祉局長決裁） 

 
 
第１条～第９条 省略 
 
（実績報告） 
第 10 条 補助金規則第 14 条第１項の規定
により補助事業者等が市長への報告に用
いる書類は横浜市外国人留学生受入支援
事業費実績報告書（第６号様式）、修了証
明・学費完納証明書（第６号様式別添１－
４）、入学予定・学費納付証明書（第６号様
式別添１－５）及び雇用証明書（第６号様
式別添１－３）とする。 

２ 引き続き就学する場合の書類は、同条第
１項にある修了証明・学費完納証明書（第
６号様式別添１－４）及び入学予定・学費
納付証明書（第６号様式別添１－５）に替
えて、修了・学費完納・在学証明書（第６
号様式別添１－６）とする。 

３ 補助金規則第 14 条第５項の規定に基づ
き市長が必要と認める領収証等は、補助対
象経費に係るすべての領収書等とする。た
だし、第４条第１項に定める補助対象経費

 
横浜市外国人留学生受入支援事業費補助金

交付要綱  
制定 平成 30年３月 28日健高健第 1255

号 
（健康福祉局長決裁） 

最近改定 令和４年９月 30日健高健第 
921号 

（健康福祉局長決裁） 
 
 
第１条～第９条 省略 
 
（実績報告） 
第 10 条 補助金規則第 14 条第１項の規定
により補助事業者等が市長への報告に用
いる書類は横浜市外国人留学生受入支援
事業費実績報告書（第６号様式）、修了証
明・学費完納証明書（第６号様式別添１－
４）、入学予定・学費納付証明書（第６号様
式別添１－５）及び雇用証明書（第６号様
式別添１－３）とする。 

２ 引き続き就学する場合の書類は、同条第
１項にある修了証明・学費完納証明書（第
６号様式別添１－４）及び入学予定・学費
納付証明書（第６号様式別添１－５）に代
えて、修了・学費完納・在学証明書（第６
号様式別添１－６）とする。 

３ 補助金規則第 14 条第５項の規定に基づ
き市長が必要と認める領収証等は、補助対
象経費に係るすべての領収書等とする。た
だし、第４条第１項に定める補助対象経費

 
 
 
 
 
 
更新 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文言の修正 
 
 
 
 
 
 



のうち、入学した日本語学校に支払ったも
のに係る領収書等とは前条に定める修了
証明・学費完納証明書（第６号様式別添１
－４）、修了・学費完納・在学証明書（第６
号様式別添１－６）とする。 

 
第 11条～第 16条 省略 
 

附 則 
この要綱は、平成 30 年４月１日から施行す
る。 
 

附 則 
この要綱は、令和元年８月 21 日から施行す
る。 
 

附 則 
この要綱は、令和３年９月 30 日から施行す
る。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

のうち、入学した日本語学校に支払ったも
のに係る領収書等とは前条に定める修了
証明・学費完納証明書（第６号様式別添１
－４）、修了・学費完納・在学証明書（第６
号様式別添１－６）とする。 

 
第 11条～第 16条 省略 
 

附 則 
この要綱は、平成 30 年４月１日から施行す
る。 
 

附 則 
この要綱は、令和元年８月 21 日から施行す
る。 
 

附 則 
この要綱は、令和３年９月 30日から施行す
る。 
 

附 則 
この要綱は、令和４年９月 30日から施行す
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
追記 
 
 

 



  現 行 改正案 改正内容 

 
 
 
 
 
 
文言の修正 



 

                                             
現 行 改正案 改正内容 

 
 
 
 
 
 
押印欄の削除 
文言の修正 
 
様式の修正 


